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エネルギー基本計画（平成２６年４月閣議決定）

廃棄物を発生させた現世代として、高レベル放射性廃棄物の最終
処分へ向けた取組を強化し、国が前面に立ってその解決に取り組む
が、そのプロセスには長期間を必要とする。その間も、原子力発電に
伴って発生する使用済燃料を安全に管理する必要がある。このため、
使用済燃料の貯蔵能力を強化することが必要であり、安全を確保し
つつ、それを管理する選択肢を広げることが喫緊の課題である。こう
した取組は、対応の柔軟性を高め、中長期的なエネルギー安全保障
に資することになる。

このような考え方の下、使用済燃料の貯蔵能力の拡大を進める。
具体的には、発電所の敷地内外を問わず、新たな地点の可能性を幅
広く検討しながら、中間貯蔵施設や乾式貯蔵施設等の建設・活用を
促進するとともに、そのための政府の取組を強化する。

（抜粋）

第３章エネルギーの需給に関する長期的、総合的かつ計画的に講ずべき施策
第４節原子力政策の再構築
４．対策を将来へ先送りせず、着実に進める取組
（１）使用済燃料問題の解決に向けた取組の抜本強化と総合的な推進
②使用済燃料の貯蔵能力の拡大
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使用済燃料対策に関するアクションプラン
（平成２７年１０月６日 最終処分関係閣僚会議）

政府がこれまで以上に積極的に関与しつつ、事業者の一層
の取組を促すなど、安全の確保を大前提として、貯蔵能力の拡
大に向けた取組の強化を官民が協力して推進する。

＜政府＞
政策資源を有効に活用して、適切な支援策など必要な政策措置について

検討し、その具体化を図るとともに、自治体等関係者を始め、各地域や国民
各層の理解を深める活動を継続して行う。

＜事業者＞
各事業者の積極的な取組はもとより、共同・連携による事業推進の検討等

を進める。

使用済燃料対策を着実に進める観点からは、六ヶ所再処理工場やむつ中間貯蔵
施設の竣工等は重要な課題であり、これら施設が新規制基準に適合すると認められ
た場合、地元の理解を得つつ、その竣工を着実に進めていく。

（抜粋）

3



使用済燃料対策に関するアクションプラン
～使用済燃料対策の強化へ向けた具体的な取組～

（１）政府と事業者による協議会の設置

本協議会※においては、今後の使用済燃料対策の進め方、地
域や国民への理解活動の進め方など、政府と事業者が協力し
て、使用済燃料対策を着実に進めるための対応策を検討・具
体化する。

また、今後の使用済燃料の発生量やプルサーマルの実施状
況、六ヶ所再処理工場の竣工見通し等を踏まえた使用済燃料
対策の在り方や、核燃料サイクル施策との密接な連携など、中
長期的な課題への対応について検討を行う。

【設置・開催状況】
・構成： 経済産業大臣、資源エネルギー庁長官 ほか

電気事業連合会会長、９電力会社（北海道電力、東北電力、東京電力、中部電力、
北陸電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力）及び日本原子力発電の社長

・設置（平成２７年１１月２０日）以降、これまでに３回開催

（抜粋）

※ 経済産業省に設置された「使用済燃料対策推進協議会」のこと。
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使用済燃料対策に関するアクションプラン
～使用済燃料対策の強化へ向けた具体的な取組～

（２）事業者に対する「使用済燃料対策推進計画」の策定の要請

政府から事業者に対し、使用済燃料の貯蔵に係る目標の設
定を含めて、発電所の敷地内外を問わず、使用済燃料の貯蔵
能力の確保・拡大へ向けた事業者の取組を具体化した「使用
済燃料対策推進計画」の策定を要請する。本計画については、
速やかに策定・公表することを求める。

上記要請を受け、電気事業連合会は同計画を策定し、2015年（平成27年）
11月20日の第１回使用済燃料対策推進協議会において説明。

同計画には、電気事業者の具体的な使用済燃料対策方針が取りまとめら
れており、当該方針に基づく、各社の取り組み状況について、毎年取りまと
めがなされている。

（抜粋）
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出典：第３回使用済燃料対策推進協議会（平成２９年１０月２４日開催） 配布資料
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出典：第３回使用済燃料対策推進協議会（平成２９年１０月２４日開催） 配布資料
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使用済燃料対策に関するアクションプラン
～使用済燃料対策の強化へ向けた具体的な取組～

（３）地域における使用済燃料対策の強化（交付金制度の見直し）

再稼働や廃炉など原子力発電所に係る環境変化が進みつつ
ある状況も踏まえ、使用済燃料の貯蔵について、発電所の敷
地内外を問わず、新たな地点の可能性を幅広く検討しながら、
その能力の拡大が進むよう、政策資源を有効に活用し、財政上
の制約にも十分に配慮しつつ、電源立地地域対策交付金制度
の見直しを図る。

この中で、特に、容器（キャスク）による乾式貯蔵については、
維持管理の容易さ、施設設置場所の柔軟性、輸送の利便性な
どに優れることから、当該乾式貯蔵に係る施設について重点的
な支援となるよう、必要な措置を講じる。

（抜粋）
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使用済燃料対策に関するアクションプラン
～使用済燃料対策の強化へ向けた具体的な取組～

（４）使用済燃料対策に係る理解の増進

①使用済燃料対策に係る理解活動の強化
使用済燃料対策の現状や今後の取組について、各地域の要望やニーズを踏まえ

つつ、政府担当者等が現地へ赴いて丁寧な説明を行うなど、各地域においてきめ細
やかな理解活動を強化する。

② 事業者による理解活動の強化
使用済燃料対策の現状や今後の取組について、各地域や国民各層の理解増進を

図るため、自ら積極的に理解活動を展開する。

③ 核燃料サイクル施策や最終処分施策の理解活動との連携
使用済燃料対策に係る理解活動は、核燃料サイクル施策や高レベル放射性廃棄

物の最終処分施策とも密接に関係することから、使用済燃料対策の位置付けやそ
の重要性などについて、これらの施策に係る理解活動と併せて、一層の理解増進を
図る。

（抜粋）
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使用済燃料対策に関するアクションプラン
～使用済燃料対策の強化へ向けた具体的な取組～

（５）六ヶ所再処理工場やむつ中間貯蔵施設など核燃料サイクルに係る取組

我が国は、エネルギー基本計画に基づき、資源の有効利用、高レ
ベル放射性廃棄物の減容化・有害度低減等の観点から、使用済燃
料を再処理し、回収されるプルトニウム等を有効利用する核燃料サイ
クルの推進を基本的方針としている。その上で、核燃料サイクルにつ
いて、これまでの経緯等も十分に考慮し、引き続き関係自治体や国
際社会の理解を得つつ取り組むこととし、再処理やプルサーマル等
を推進することとしている。

このような方針の下、使用済燃料対策を着実に進める観点からは、
六ヶ所再処理工場やむつ中間貯蔵施設の竣工等は重要な課題であ
る。六ヶ所再処理工場やむつ中間貯蔵施設等が新規制基準に適合
すると認められた場合、地元の理解を得つつ、その竣工を着実に進
め、これら施設を活用した使用済燃料対策を推進する。

（抜粋）
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第２章 ２０３０年に向けた基本的な方針と政策対応
第２節２０３０年に向けた政策対応
４．原子力政策の再構築
（４）対策を将来へ先送りせず、着実に進める取組
①使用済燃料問題の解決に向けた取組の抜本強化と総合的な推進

２）使用済燃料の貯蔵能力の拡大

廃棄物を発生させた現世代として、高レベル放射性廃棄物の最終処分へ向けた取組を
強化し、国が前面に立ってその解決に取り組むが、そのプロセスには長期間を必要とす
る。その間も、原子力発電に伴って発生する使用済燃料を安全に管理する必要がある。
このため、使用済燃料の貯蔵能力を強化することが必要であり、安全を確保しつつ、それ
を管理する選択肢を広げることが喫緊の課題である。こうした取組は、対応の柔軟性を
高め、中長期的なエネルギー安全保障に資することになる。

このような考え方の下、使用済燃料の貯蔵能力の拡大を進める。具体的には、発電所
の敷地内外を問わず、新たな地点の可能性を幅広く検討しながら、中間貯蔵施設や乾式
貯蔵施設等の建設・活用を促進する。

政府は、２０１５年１０月の最終処分関係閣僚会議において、｢使用済燃料対策に関す
るアクションプラン｣を策定した。同プランに基づき、原子力事業者は使用済燃料対策推
進計画を策定し、中間貯蔵施設や乾式貯蔵施設も含めて使用済燃料の貯蔵能力の拡大
に向けた取組を進めている。引き続き、取組の加速へ向けて、国が積極的に関与し、関
係自治体の意向も踏まえながら、個々の事業者の努力はもとより、事業者間の一層の連
携強化を図りつつ、国全体として使用済燃料の安全で安定的な貯蔵が行えるよう、官民
を挙げて取り組む。

（参考）第５次エネルギー基本計画（案）
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